
議案第１００号  

 

 

指定管理者の指定について 

 

下記の施設について指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第

244条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和２年１１月２４日提出 

霧島市長 中 重  真 一       

 

 

 

 

 

記 

 

１ 対象施設名  霧島市溝辺竹子集会センター 

 

２ 指定管理者  霧島市溝辺町竹子 638番地３ 

         公益財団法人 竹子共正会 

 

３ 指定の期間  令和３年４月１日から令和８年３月 31日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法第 244条の２第６項の規定により、指

定管理者に管理を行わせようとする施設の名称、指定管理者となる団体の名称及び指定の

期間について、議会の議決を求めるものである。 



【指定議案説明資料】 

 

１ 霧島市溝辺竹子集会センターの概要 

⑴ 施 設 名  霧島市溝辺竹子集会センター 

⑵ 位 置  霧島市溝辺町竹子 638番地３ 

⑶ 建 築 年 度  平成元年度 

⑷ 構造・面積  木造平屋建 延床面積 186.45㎡ 

⑸ 設 置 目 的  山村地域における農林業の振興及び住民生活の環境改善を図るため 

林業構造改善事業により設置 

⑹ 年間利用者数  1,264人（令和元年度実績） 

⑺ 年間利用料金  0円（令和元年度実績） 

 

 

２ 指定管理者の概要 

⑴ 団体の名称、代表者及び所在 

名   称  公益財団法人 竹子共正会 

代 表 者  理事長 沼口 輝実 

所   在  霧島市溝辺町竹子 638番地３ 

⑵ 組織 

設立年月日  昭和 31年８月８日 

会 員 数  272世帯 

 

３ 指定管理の方法等 

⑴ 指定管理の方法  直接指定 

⑵ 直接指定をする理由 

当該集会センターは、地域に根ざした施設であり、公民館活動をその設立目的とする

公益財団法人竹子共正会が管理運営を行うことにより、施設の効用が最大限に発揮さ

れるとともに管理経費の縮減も図られることなどを踏まえ、同法人が指定管理候補者

として適当であると認められたところである。 


